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大分県では NPO 法人のみなさんの活動を支援するさまざまな取り組みを行っています。
ここでは「おおいたボランティア・NPO センター」と「おんぽ」の
２つの窓口を通したサポート体制をご紹介します。

大分県の活動支援体制

第２章

NPO法人と活動

NPO法人

Q12.事業報告書等の活動計算書は、
　　　以前の収支計算書とどう違うのですか？
　以前の「収支計算書」記載例では、経常支出の事業費は、定款で規定した事業ごとの総支出額を記載し
ていました。「活動計算書」では、
　　　ア）日常的な会計事務において複式簿記による科目ごとの記帳を行っている場合は、
　　　　　活動計算書のほとんどの項目は、科目ごとに記帳された金額の合計金額をその
　　　　　まま計上できます。
　　　イ）経常費用はすべて科目ごとの金額を計上します。
　これにより、当期の正味財産の増減の原因をわかりやすく示すことができるとともに、
貸借対照表との整合性を簡単に確認することができます。
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Q９．NPO の事業で、 「特定非営利活動」 と
　　　「その他の事業」 とはどう違うのですか？
　特定非営利活動は、NPO 法人の目的を達成するために行う活動です。その他の事業は、NPO 法人の目的
に関係なく、その収益を NPO 活動に充てるために、NPO 活動に支障がない範囲で行うものをいいます。

Q10．特定非営利活動を行う場合でも
　　　　税金を払わなければならないのですか？
　特定非営利活動でも法人税法に規定されている収益事業を行う場合には課税されます。NPO 法（特定非
営利活動促進法）でいう「その他の事業」とは定義が違いますから気をつけてください。

Q11.自分たちの事業活動が税法上の
　　　収益事業に該当するのか知りたいです。
　法人税が課税される事業を収益事業といい、法人税法
施行令で定める34 事業に該当するものです。法人の事業
が収益事業に該当するかどうかは、判断が難しいことが
ありますので、詳しくは税務署におたずねください。 10
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